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(54)【発明の名称】 挿管用内視鏡

(57)【要約】
【課題】挿管チューブへの挿入に際して小さな曲率半径
で曲げられたり曲げ直しが繰り返されても破損せず、優
れた耐久性を有する挿管用内視鏡を提供すること。
【解決手段】観察機能を有する芯金として柔軟な挿管チ
ューブ１００に対して挿脱自在な挿管用内視鏡におい
て、全部又は一部が可撓性を有する挿入管１ａ，１ｂの
先端部分１０に観察窓１３が配置され、芯金として機能
する棒材６が挿入管１ａ，１ｂの少なくとも可撓性を有
する部分１ａ内に挿通配置されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】観察機能を有する芯金として柔軟な挿管チ
ューブに対して挿脱自在な挿管用内視鏡において、
全部又は一部が可撓性を有する挿入管の先端部分に観察
窓が配置され、上記芯金として機能する棒材が上記挿入
管の少なくとも可撓性を有する部分内に挿通配置されて
いることを特徴とする挿管用内視鏡。
【請求項２】上記棒材の先端が上記挿入管の先端部分に
固定されている請求項１記載の挿管用内視鏡。
【請求項３】上記棒材が可撓性を有する金属棒である請
求項１又は２記載の挿管用内視鏡。
【請求項４】上記棒材が形状記憶合金製である請求項３
記載の挿管用内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、気管支等に柔軟
な挿管チューブ（気管チューブ）を挿入する際に挿入方
向の観察と挿管チューブの腰折れ防止を図るために、観
察機能を有する芯金として用いられる挿管用内視鏡に関
する。
【０００２】
【従来の技術】挿管用内視鏡は、一般に、可撓性を有す
る金属パイプからなる挿入管の先端に観察窓が配置され
た構成になっており、挿入管を咽喉頭の形態に合わせて
曲げて使用するようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、そのような挿
入管を形成する金属パイプは、小さな曲率半径で曲げら
れたり症例の度に曲げ直しが繰り返されるとクラックが
入って破損する場合があるので、従来の挿管用内視鏡は
耐久性に乏しい欠点がある。
【０００４】そこで本発明は、挿管チューブへの挿入に
際して小さな曲率半径で曲げられたり曲げ直しが繰り返
されても破損せず、優れた耐久性を有する挿管用内視鏡
を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の挿管用内視鏡は、観察機能を有する芯金と
して柔軟な挿管チューブに対して挿脱自在な挿管用内視
鏡において、全部又は一部が可撓性を有する挿入管の先
端部分に観察窓が配置され、芯金として機能する棒材が
挿入管の少なくとも可撓性を有する部分内に挿通配置さ
れているものである。
【０００６】なお、棒材の先端が挿入管の先端部分に固
定されていてもよい。また、棒材が可撓性を有する金属
棒であってもよく、その場合、棒材が形状記憶合金製で
あってもよい。
【０００７】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図５は挿管用内視鏡の全体構成を示す側面
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図、図６はその正面図、図７は挿管用内視鏡が挿管チュ
ーブ１００に対して差し込まれた状態の正面図（ただ
し、挿管チューブ１００は断面が示されている）であ
る。
【０００８】挿管チューブ１００に対して挿脱自在な挿
入管は、自由に曲げることのできない硬質部１ｂの先側
に、柔軟で自由に曲げることのできる可撓性部１ａを一
体的に連結して構成されており、後述する観察窓等が配
置された先端部本体１０が可撓性部１ａの先端に取り付
けられている。
【０００９】硬質部１ｂの基端は、ストッパ２２がスラ
イド自在に取り付けられた支持筒部２１を介して把持部
２０に連結されており、把持部２０には、内視鏡観察像
を拡大して観察するための接眼部３０と、電池を電源と
する照明光源４０等が突設されている。
【００１０】図７に示されるように、挿入管１ａ，１ｂ
を挿管チューブ１００にいっぱいまで挿入すると挿管チ
ューブ１００の基端面がストッパ２２に当接する。そし
て、矢印Ａで示されるようにストッパ２２を支持筒部２
１に沿って移動させ、挿管チューブ１００の基端位置が
最適の状態になるように固定用手動ネジ２３によってス
トッパ２２を支持筒部２１に固定することができる。
【００１１】図１は、挿入管１ａ，１ｂの先端寄りの部
分の側面断面図であり、プラスチック製の先端部本体１
０の先端面に配置された観察窓１３の内側には、対物光
学系１４による被写体の投影位置にイメージガイドファ
イババンドル１５の入射端面が配置されており、イメー
ジガイドファイババンドル１５により伝達された画像
（内視鏡観察像）が接眼部３０を通して観察される。
【００１２】先端部本体１０の先端面には、図２に示さ
れるように、観察窓１３と並んで照明窓１６が配置され
ており、照明窓１６の内側に射出端面が配置されたライ
トガイドファイババンドル（図２には図示せず）により
伝達された照明光が被写体に照射される。
【００１３】先端部本体１０と可撓性部１ａとは、図１
におけるIII－III断面を図示する図３に示されるよう
に、可撓性部１ａの最先端部分に配置された連結筒１１
が先端部本体１０に被嵌されて、係止ピン１８によって
先端部本体１０と連結された状態になっている。１７は
ライトガイドファイババンドルである。
【００１４】再び図１に戻って、可撓性部１ａは、例え
ば巻き方向の相違するステンレス鋼帯製の二重の螺旋管
２の外面に、ステンレス鋼細線を編組して形成された網
状管３を被覆し、さらにその外面に可撓性のある例えば
ポリウレタン樹脂チューブ又はフッ素ゴムチューブ等か
らなる外皮４を被覆して構成されており、どの方向にも
自由に曲がる柔軟な可撓性を有している。
【００１５】硬質部１ｂは、剛性のある例えばステンレ
ス鋼製の金属パイプ５によって形成されており、可撓性
部１ａを外装する外皮４が金属パイプ５の外周全体にま



(3) 特開２００３－３３３１７

10

20

30

3
で連続して被覆されている。
【００１６】可撓性部１ａ内には、IV－IV断面を図示す
る図４にも示されるように、芯金として機能する可撓性
を有する金属棒からなる棒材６が挿通配置されて、棒材
６の先端は先端部本体１０に固定されている。
【００１７】棒材６の材質は例えばアルミニウム合金棒
材又はステンレス鋼棒材等であり、前者の場合は直径を
例えば３ｍｍ程度にすると適度な腰の強さが得られ、後
者の場合は直径が例えば１ｍｍ程度でもよい。
【００１８】棒材６の後端は硬質部１ｂ内に達してお
り、硬質部１ｂ内において自由端の状態にしても差し支
えないが、硬質部１ｂを貫通して支持筒部２１又は把持
部２０に固定しても差し支えない。
【００１９】このように構成された実施例の挿管用内視
鏡は、可撓性部１ａを適宜の形状に曲げることにより、
所定の腰の強さを有する棒材６がその形状に曲げられる
ので、挿入管１ａ，１ｂを挿管チューブ１００に挿入す
ることにより、観察窓１３を通して観察をすることがで
きる機能を有する芯金として働き、挿管チューブ１００
の挿管作業を容易に行うことができる。
【００２０】そして、挿管チューブ１００に対して挿管
用内視鏡を挿入する際に、挿入管１ａ，１ｂが小さな曲
率半径で曲げられたり曲げ直しが繰り返されても棒材６
は破損するおそれがなく、優れた耐久性を有する。
【００２１】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、例えば図８に示されるように、硬質部１ｂ
をなくして、挿入管を全長にわたって可撓性部１ａのみ
で構成しても差し支えない。ただし、その場合には、棒
材６の後端を支持筒部２１又は把持部２０に固定するの
が望ましい。
【００２２】また、棒材６を形状記憶合金棒材によって
形成すれば、条件にあった温度環境を与えるだけで症例
毎に一旦初期の状態（例えば真っ直ぐな状態）に戻すこ
とができる。
【００２３】 *
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*【発明の効果】本発明によれば、挿入管の全部又は一部
である可撓性を有する部分に、芯金として機能する棒材
を挿通配置した構成にしたことにより、挿管チューブに
対して挿入する際に小さな曲率半径で曲げられたり曲げ
直しが繰り返されても破損せず、優れた耐久性を得るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の挿管用内視鏡の挿入管
の先端寄りの部分の側面断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の挿管用内視鏡の先端部
本体の正面図である。
【図３】本発明の第１の実施例の図１におけるIII－III
断面図である。
【図４】本発明の第１の実施例の図１におけるIV－IV断
面図である。
【図５】本発明の第１の実施例の挿管用内視鏡の全体構
成を示す側面図である。
【図６】本発明の第１の実施例の挿管用内視鏡の全体構
成を示す正面図である。
【図７】本発明の第１の実施例の挿管用内視鏡が挿管チ
ューブに対して差し込まれた状態の正面図である。
【図８】本発明の第２の実施例の挿管用内視鏡の挿入管
の先端寄りの部分の側面断面図である。
【符号の説明】
１ａ  可撓性部（挿入管）
１ｂ  硬質部（挿入管）
２  螺旋管
３  網状管
４  外皮
６  棒材
１０  先端部本体
１３  観察窓
２０  把持部
１００  挿管チューブ
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要解决的问题：提供具有优异耐久性的插管内窥镜，即使在插入插管时
弯曲或重新弯曲且曲率半径小也不会断裂。 解决方案：在作为具有观察
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